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特定子ども・子育て支援施設等の確認に係る手続きについて

○ 根拠法・規定等

   令和元年(2019 年)10 月に開始される幼児教育・保育の無償化の制度は、 

    ◆ 施設の所在地市区町村が「特定子ども・子育て支援施設等」と 

      確認した対象施設を 

    ◆ 要件を満たした児童が利用した際に、 

    ◆ 必要な利用料(施設等利用費)を児童の保護者へ給付する 

                            という制度です。 

   認可外保育施設が、この無償化の対象となり、施設等利用給付費の対象施

設となるためには、 

    ① 「児童福祉法による認可外保育施設設置届」を行い、 

    ② 「子ども・子育て支援法による特定子ども・子育て支援施設等の 

確認申請」を行う必要があります。 

   （無償化の対象となることを希望しない施設は、②の申請は不要です。） 

法律名 児童福祉法 子ども・子育て支援法 

手続きの 

内容 

認可外保育施設の設置届 特定子ども・子育て支援施設等の確

認申請 

根拠規定 

児童福祉法 子ども・子育て支援法 

児童福祉法施行令 子ども・子育て支援法施行令 

児童福祉法施行規則 子ども・子育て支援法施行規則 

越谷市認可外保育施設指導監督要綱 越谷市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業者の確認等並びに特

定子ども・子育て支援施設等の確認

に関する規則 

基準 ・越谷市認可外保育施設指導監督要

綱 

・認可外保育施設指導監督基準 

・子ども・子育て支援法 

・子ども・子育て支援法施行規則 

・越谷市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業者の確認等並び

に特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準 
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○ 確認申請の手続きの流れ

   「特定子ども・子育て支援施設等の確認申請」の手続きの流れは、概ね以

下の図のとおりとなります。 

   児童福祉法に基づく届出が開設後の届出とされているため、施設開設後に

届出と確認申請を行うパターンと、施設開設前に届出と確認申請を行うパタ

ーンの２つに大別されます。 

 〔確認までの流れ〕 

    開設後に確認申請を行う場合     開設前に確認申請を行う場合 

  ※ 施設開設に係る事前相談について 

    施設開設に係る事前相談については、児童福祉法や子ども・子育て支援法で規定

されているものではありませんが、実施されることをお勧めします。 

    認可外保育施設は、児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育

者数、施設設備等について、児童福祉法や子ども・子育て支援法に基づく基準に適

合しているとともに、建築基準法、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を

遵守していることが必要です。 

    子ども施策推進課では児童福祉法や子ども・子育て支援法に関するご相談はお受け

できますが、開発行為に関することや消防設備に関することなどはお答えすること

ができません。認可外保育施設開設後に建築基準法や消防法等に違反していること

が判明した場合、大規模な設備改修が必要になる可能性もあります。 

    子ども施策推進課だけでなく、建築住宅課、消防局予防課など、あらかじめ関係機

関にお問い合わせください。 

開設 

現場確認 

施設開設に係る 

関係機関との事前相談※ 

無償化対象 

児童福祉法の設置届 

確認書の交付・公示 

児童福祉法の設置届 
＋ 

子ども・子育て支援法の確認申請

開設後の立入調査

施設開設に係る 

関係機関との事前相談※ 

開 設 

開設後の立入調査
(確認申請の後に 

実施する場合あり) 

確認書の交付・公示 

子ども・子育て支援法の確認申請
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○ 子ども・子育て支援法施行規則に定める申請に必要な事項・書類 

  「子ども・子育て支援法施行規則」に規定されている確認申請に必要な事項･書類は、

以下のとおりです。 

確認申請に必要な事項・書類 

(子ども･子育て支援法施行規則 第53条の2) 

内容 号番号

名称等 
施設・事業所の名称、種類、設置の場所 1号 

事業の開始の予定年月日 3号 

申請者 

関連 

設置者・申請者の名称・主たる事務所の所在地 2号 

代表者の氏名・生年月日・住所・職名 2号 

設置者の定款・寄附行為等※、登記事項証明書又は条例等 4号 

役員の氏名・生年月日・住所 8号 

法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しな

いことを誓約する書面 

7号 

届出関連 認可外保育施設等の設置届の写し 5号 

職員関連 施設・事業所の管理者の氏名・生年月日・住所 6号 

その他 その他確認に関し必要と認める事項 9号 

      ※定款、寄附行為についてはインターネットによる閲覧で確認できる場合は、添付不要 

※ 上記の国の規則で定められた事項・書類に加え、「子ども・子育て支援法施行規則」、「特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」

等による基準を満たしていることを確認するための書類の提出が必要になります。

 根拠条文 

（特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等） 

第五十三条の二 法第五十八条の二の規定に基づき特定子ども・子育て支援施設等である施設又は事業を行

う者の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る

施設又は事業所の設置の場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事

項を記載した申請書又は書類（登記事項証明書を除く。）については、市町村長が、インターネットを利

用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。 

  一 施設又は事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有す

るときは、当該事務所を含む。）の名称、子ども・子育て支援施設等の種類及び設置の場所 

  二 設置者又は申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

  三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 

  四 設置者又は申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

  五 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校の認可証の写しその他の子ども・子育て支援施設等であるこ

とを証する書類 

  六 施設又は事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

  七 法第五十八条の十第二項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面

（第五十三条の四第二項において「誓約書」という。） 

  八 役員の氏名、生年月日及び住所 

  九 その他確認に関し必要と認める事項 
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特定子ども・子育て支援施設等の確認申請書類の作成について

○ 提出書類一覧

  「特定子ども・子育て支援施設等の確認申請」を行う際は、次のページの

「提出書類チェックリスト」により添付書類についてチェックするとともに、

６ページからの「書類作成上の注意事項」を確認のうえ、申請手続きを行って

ください。 

  児童福祉法に基づく「認可外保育施設に関する届出」も同時に行う場合は、

当該届出に関連する書類も提出してください。 

 （認可外保育施設に関する届出については、「提出チェックリスト」の下段及

び１２ページ以降をご確認ください。） 
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○ 申請書類の作成上の注意事項

 ● 申請書類の作成部数等について

 申請書の提出の際は、正本１部、副本１部、合計２部作成し、２部子ども施策推進課にご提出く

ださい。（内容を確認後、副本を返却しますので、保管してください。）

 子ども施策推進課から問合せや書類の補正を依頼することがあります。

問合せ等に応答できるよう、提出者において、提出した書類の控えを保管したり、電子データで

管理したりしてください。

 書類を補正する際は、子ども施策推進課へ補正書類２部(正本１部･副本１部)を送付してください。

（電子データで提出可能な場合は、電子データで送付ください。）

 正本には、証明書等の原本を添付してください。副本は、写しで差し支えありません。

 書類は、Ａ４判としてください。

 ● 申請に用いる様式について

 申請に用いる様式は、市公式ホームページに掲載しています。ダウンロードして使用ください。

２ 運営に関
する書類 

１ 申請者に
関する書類 １

２

提出書類一覧表

確認申請書 

《作成例》 
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 ● 原本証明について

 写しには全て原本証明をしてください。原本証明を行ったものを正本に添付してください。

 原本証明は、原本の写しに以下のような文言を記載し、証明印を押印してください。

 一括して原本証明する場合は、以下に示す参考例により作成し、添付してください。

なお、ここで示すものはあくまでも参考例のため、添付していない書類をそのまま記載したり、

添付している原本証明を要する書類が記載されていなかったりしないよう、必要に応じて修正・

加筆・削除してください。

（原本証明の例） 

  この書類は、原本に相違ないことを証します。 

         年  月  日 

○○法人○○○会 代表 ○○ ○○
印

原 本 証 明 

 下記の書類の写しは、原本と相違ないことを証明する。 

記 

  １．定款 

  ２．代表者の免許証 

  ３．施設管理者の免許証 

   年  月  日 

                 法人名 ○○法人○○会 

                 代表者 理事長 ○○ ○○ 印
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 ● 具体的な記入要領

 【 申請書 】 

  □ 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 

   ※ 別添の第１４号様式（越谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関す

る規則）により作成してください。 

   ※ 作成する際は、記入例を参照してください。 

   ※ 確認申請書の添付様式である個別帳票については、認可外保育施設の場合、児童福祉法に

基づく届出の添付書類である「施設調書（１２ページに説明を記載）」を活用します。 

 【 添付書類 】 

  １ 設置者に関する書類 

   ⑴ 法人・団体の場合 

    □ 定款・寄附行為その他の規約の写し［原本証明必要］ 

     ※ インターネットによる閲覧で確認できる場合は、ＵＲＬを示せば、添付は不要です。 

    □ 法人履歴事項全部証明書 

※ 発行から３か月以内のものとしてください。 

    □ 法人印鑑登録証明書 

※ 発行から３か月以内のものとしてください。 

    □ 代表者の氏名・生年月日・住所が確認できる書類の写し［原本証明必要］

     ※ 代表者の氏名・生年月日・住所が確認できる書類（免許証等）の写しを提出してくだ

さい。 

    □ 欠格事由に関する誓約書 

     ※ 別添様式１により作成してください。 

    □ 暴力団排除に関する誓約書 

     ※ 別添様式２により作成してください。 

     ※ 別添様式２別紙により役員等名簿を提出してください。 

   ⑵ 個人の場合 

    □ 設置者個人の氏名・生年月日・住所が確認できる書類の写し［原本証明必要］

     ※ 設置者個人の氏名・生年月日・住所が確認できる書類（免許証等）の写しを提出して

ください。 

    □ 欠格事由に関する誓約書 

     ※ 別添様式１により作成してください。 

    □ 暴力団排除に関する誓約書 

     ※ 別添様式２により作成してください。 

     ※ 別添様式２別紙により役員等名簿を提出してください。 
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  ２ 管理者に関する書類 

   □ 管理者の氏名・生年月日・住所が確認できる書類の写し［原本証明必要］

    ※ 管理者の氏名・生年月日・住所が確認できる書類（免許証等）の写しを提出してくださ

い。 

    ※ 個人事業主であり、設置者と管理者を兼ねている場合は、重ねての提出は不要です。 

  ３ 施設運営に関する書類 

   □ 個人情報保護及び秘密保持に係る措置の概要 

    ※ 「個人情報の保護に関する法律（通称：個人情報保護法）」は、個人情報を取り扱う

「全ての事業者」に適用されます。 

※ 個人情報保護委員会の「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」や「特

定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」等を参考に、規程等を整備するなどの

措置をとり、その措置の概要を提出してください。 

     （参考例①） 

   □ 個人情報保護方針・取扱規程等 

※ 個人情報保護方針や個人データの取扱いに係る規程等を定めている場合は、提出してく

ださい。 

   □ 保護者への事前説明資料（入園のしおり等） 

    ※ 重要事項説明書や入園のしおりなど利用開始前に保護者に説明する際に使用している資

料を提出してください。 

     （参考例②） 

    ※ 「特定子ども・子育て支援提供者は、利用料のほか、特定費用の額の支払を受けるとき

は、あらかじめ、当該支払を求める金銭の使途及び額並びに理由について書面により明ら

かにするとともに、施設等利用給付認定保護者に対して説明を行い、同意を得なければな

らない」とされています。（「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」より） 

     利用料のほかに、以下の料金を徴収する場合は、事前説明と、同意が必要です。 

     ・日用品、文房具等の購入費用 

     ・行事参加費用 

     ・給食材料費 

     ・通園バスなどの送迎費 

     ・その他の費用（保護者会費、写真代等） 

    ※ 保護者の同意については、必ずしも書面での同意は求められていませんが、書面の方が

望ましいでしょう。（説明自体は、書面による明示と説明が必要です。） 

    ※ 重要事項説明書を文書の交付ではなく、インターネット等を通した電子データでのやり

取りをしている場合は、当該電子データを紙に出力したものを提出してください。 

   □ 契約時の交付書面 

    ※ 実際に利用契約を締結する際に交付する書面を提出してください。 

    ※ 保護者への事前説明資料（利用開始前の説明資料）と同一の場合は、重ねての提出は不

要です。 

    ※ 参考例を市公式ＨＰに掲載しているので、当該参考例を参照してください。 
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   □ 施設内掲示様式 

    ※ 認可外保育施設については、児童福祉法施行規則により、提供するサービス内容を利用

者の見やすいところに掲示しなければならないとされています。 

    ※ 児童福祉法に基づく義務ですが、子ども・子育て支援法に基づき無償化対象経費と無償化

対象外経費が区別されたことに伴い、確認申請時の添付書類としています。 

    ※ 掲示事項は、以下のとおりです。 

     ・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名 

     ・建物その他の設備の規模及び構造 

     ・施設の名称及び所在地 

     ・事業を開始した年月日 

     ・開所している時間 

     ・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する

事項 

     ・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する

事項について、変更を生じたことがある場合にあっては、直近の変更の内容及びその

理由 

      （平成 31 年(2019 年)４月２日以降に変更があった場合に、記載が必要。 

       なお、認可外保育施設の設置者においては、変更の内容及びその理由について施設内

に掲示するだけでなく、保護者に通知及び直接の説明を行うべきとされている。） 

     ・利用定員 

     ・保育士その他の職員の配置数又はその予定 

       （職員の配置数は、保育に従事している保育士その他の職員のそれぞれの１日の勤務

延べ時間数を８時間で除した数とされている。 

        職員のローテーション表及びその日実際に保育に当たる保育従事者の資格状況等の

掲示又はその日実際に保育に当たる保育従事者の数及び有資格者数等を記載したホ

ワイトボード等を活用することも有効とされている。） 

     ・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 

     ・提携する医療機関の名称、所在地及び具体的な提携内容 

     ・緊急時等における対応方法 

      （緊急時等における関係機関の連絡先や保護者との連絡方法などを記すこと。 

       なお、別途、緊急時等における対応マニュアルを定めている場合においては、その旨

を記すこと。） 

     ・非常災害対策 

      （災害時における関係機関の連絡先や保護者との連絡方法、避難訓練の実施状況、避難

場所や避難方法などを記すこと。また、別途非常災害に関する具体的な計画を作成

し、計画の概要等を掲示しても差し支えないこと。なお、非常災害とは、火災や水害

・土砂災害、地震など地域の実情を鑑みた上で想定される災害を指している。） 

     ・虐待防止のための措置に関する事項 

      （虐待の防止に関する研修の実施状況や虐待の防止に関するマニュアルの作成状況等に

ついて記すこと。） 

    ※ 参考例を市公式ＨＰに掲載しているので、当該参考例を参照してください。
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  ４ その他 

   □ 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認表 

※ 子ども施策推進課へ「加入している」と提出したことがない場合に、提出してください。 

      （過去に提出したことがあっても、社会保険・労働保険の適用が確認できない場合は、

再度提出してください。） 

    ※ 社会保険等への加入状況にかかる確認票（「各業における新規許可申請時における社

会保険及び労働保険の適用状況の確認について（協力依頼）（平成29年４月17日付け年

管管発0417第２号・基徴収発0417第１号）」の別紙１）を提出してください。 

   □ 社会保険及び労働保険の加入状況が確認できる資料の写し［原本証明必要］ 

※ 子ども施策推進課へ提出したことがない場合に、提出してください。 

    ※ 社会保険等への加入状況にかかる確認票と併せて、社会保険等への加入が確認できる

下記のいずれかの資料の写しを提出してください。 

     【社会保険（健康保険及び厚生年金保険）】 

       ○保険料の領収証書（毎月、年金事務所が事業主に送付するもの） 

       ○社会保険料納入証明書（事業主の求めに応じ、年金事務所が発行するもの） 

       ○社会保険料納入確認書（事業主の求めに応じ、年金事務所が発行するもの） 

       ○健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書 

       ○健康保険・厚生年金保険適用通知書 

     【労働保険（労災保険及び雇用保険）】 

       ○労働保険概算・確定保険料申告書 

       ○納付書・領収証書 

       ○保険関係成立届 

    ※ 新規確認時に保険料の支払いが発生していない場合は、資料の写しの提出は不要です。
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新規認可外保育施設設置届出書の作成について 

○ 届出書類の作成上の注意事項

 ● 届出書類の作成部数等について

 届出書の提出の際は、正本１部を子ども施策推進課にご提出ください。

 子ども施策推進課から問合せや書類の補正を依頼することがあります。問合せ等に応答できるよ

う、提出者において、提出した書類の控えを保管したり、電子データで管理したりしてください。

 書類は、Ａ４判（図面についてはＡ４判又はＡ３判）としてください。

 届出に用いる様式は、市公式ホームページに掲載しています。ダウンロードして使用ください。

 ● 具体的な記入要領

 【 届出書 】 

   □ 新規認可外保育施設設置届出書 

    ※ 別添の第１号様式（越谷市認可外保育施設指導監督要綱）により作成してください。 

 【 添付書類一覧 】 

  １ 施設調書 

   □ 施設調書 

    ※ 別紙指定様式により作成してください。 

    ※ 施設の開設前に設置届を提出する場合は、以下の欄は空欄にしてください。 

      ・15 届出日前日に保育している児童数 

      ・18 届出日前日に職務に従事している職員の配置数 

      ・19 18のうち、届出日前日において｢保育に従事している者｣の配置数及び勤務の体制 

  ２ 職員に関する書類 

   □ 職員名簿及び勤務体制（別紙様式１） 

    ※ 別紙様式１により作成してください。 

    ※ 施設の開設前に設置届を提出する場合は、記入日現在、勤務予定・採用予定の職員につ

いて記載し、「記入日の勤務時間」欄は空欄にしてください。 

   □ 保育者の資格、保育に従事した経歴等を確認できる書類 

    ※ 有資格者（保育士、看護師又は準看護師の資格を有する者）については、資格を確認で

きる書類の写しを提出してください。 

    ※ 家庭的保育者、子育て支援員については、家庭的保育者等研修、子育て支援員研修の修

了証の写しを提出してください。 

    ※ 上記以外の職員については、履歴書の写しを提出してください。 

    ※ 施設の開設前に設置届を提出する場合は、記入日現在、勤務予定・採用予定の職員につ

いて提出してください。 

   □ 直近の研修の受講状況が分かる書類（研修修了証や受講証の写し） 
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  ３ 児童に関する書類 

   □ 時間帯別在園児童数調書（別紙様式２） 

    ※ 別紙様式２により作成してください。 

    ※ 施設の開設前に設置届を提出する場合は、記入日現在、利用登録をしている児童につい

て記載し、「登園」の欄は空欄にしてください。利用登録している児童がいない場合は、

提出不要です。 

   □ 利用児童に関する保険の保険会社との契約書類の写し 

    ※ 利用児童に関する保険について、保険証書等の写しを提出してください。 

      施設の火災保険等は含めません。賠償責任保険の加入は、必須となります。

  ４ 建物・設備に関する書類 

   □ 施設の図面（平面図） 

    ※ 図面には、以下の事項を記載してください。 

      ・各室の間取り･用途（乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、調理室、玄関、トイレ等） 

      ・各室の床面積(内法面積又は延床面積) 

      ・保育室等（乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室）の有効面積 

      ・出入口(通常利用するもの)、非常口(通常利用する出入口以外の非常口)、避難経路 

      ・窓の位置、大きさ 

    ※ 保育室等（乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室）は、床面積のほか、有効面積を必ず記

入してください。   《例》３歳児室 内法面積 30.3 ㎡(有効面積 26.5 ㎡) 

    ※ 保育室等の有効面積の算定に当たっては、床面積(内法)からロッカー、収納スペース等

の造付け・固定造作物の面積を差し引いてください。ただし、１日のうち特定の時間帯の

み保育を目的として配置する物については有効面積に含めることができます。 

      [有効面積に含めることができる物の例] 

      ・食事の際に使用する机や椅子･遊びの時間に使用する遊具 

      ・吊り戸棚等で、床上から概ね１４０ｃｍ程度の空間を確保したもの 

      [有効面積に含めることができない物の例] 

       ・ロッカーや棚等の常設物 

       ・ピアノなど可動式であっても常時保育室内に配置されている物 

    ※ 参考例を市公式ＨＰに掲載しているので、当該参考例を参照してください。 

    ※ 配置図や立面図等がある場合は、配置図や立面図等も提出してください。 

   □ 貸借に係る契約書の写し［原本証明必要］ 

    ※ 認可外保育施設の用に供する物件を貸借する場合に、提出してください。 

    ※ 学校法人等の認可法人の場合、法人代表である理事長個人の所有物件について法人が契

約を結ぶ際は、利益相反行為として所轄庁による特別代理人の選任が必要となることがあ

ります。事前に、事前に所轄庁と調整してください。 

   □ 建築確認済証の写し、建築確認申請書の第一面から第五面までの写し［原本証明必要］ 

    ※ 定員６人以上の施設であって、保育室を３階以上に設置する場合に提出してください。 

    ※ 建築基準法第２条第９号の２の耐火建築物であることが記載されていることが必要です。 

   □ 防火対象物使用開始届の写し［原本証明必要］ 

    ※ 原則、建物延床面積が１５０㎡以上の場合に提出してください。 
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    ※ 消防署の受理印の印影が確認できるものであることが必要です。 

    ※ 防火対象物使用開始届の提出の必要性の有無について不明な場合は、消防局予防課へ相

談してください。 

  ５ 契約関連 

   □ 契約時の交付書面 

    ※ 実際に利用契約を締結する際に交付する書面を提出してください。 

    ※ 確認申請と届出を同時に行う場合は、確認申請書に添付してください。 

    ※ 認可外保育施設は、児童福祉法施行規則により、利用者と利用契約が成立したときは、

その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないとされています。

書面には、以下の記載が必要です 

     ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地 

     ・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

     ・施設の名称及び所在地 

     ・施設の管理者の氏名及び住所 

     ・当該利用者に対し提供するサービスの内容 

     ・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 

     ・提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容 

     ・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先 

    ※ 利用者が支払うべき金額については、利用料金のほか、食事代、入会金、キャンセル料

等を別途加算する場合にはその料金について、明示してください。 

    ※ 参考例を市公式ＨＰに掲載しているので、当該参考例を参照してください。 

   □ パンフレット・利用料金表 

    ※ パンフレットや利用料金表を作成している場合に、提出してください。 

   □ マッチングサイトを出力したページ 

    ※ 子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活用している場合に、当該サイトを出力

したページを提出してください。

参考：特定用途の防火対象物の消防用設備等の基準について 

   消防法令に基づき、「業として乳児若しくは幼児に保育を提供する施設」について

は、特定用途の防火対象物として、必要な設備の設置や防火管理者の選任等の義務

があります。 

   消防用設備の不備については、違反建築物として公表されることもあります。 

   消防法令による基準については、消防局予防課へ確認・相談してください。 

   なお、消防局予防課へ相談する際は、建物全体で判断する必要があるため、建物全

体の延床面積等の概要を記した資料、他テナントの入居状況などの現況がわかる資

料等を持参してください。認可外保育施設が自己所有でない場合は、建物所有者や

管理事業者に確認し、必要な手続きをとってください。 

         消防局予防課（電話０４８－９７４－０１０３） 


